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○阪南市公立学校設置条例 

昭和４７年１０月２０日 

条例第５０号 

注 平成２４年６月１１日条例第１４号から条文注記入る。 

改正 昭和４８年１２月１７日条例第４５号 

昭和４９年１１月８日条例第３２号 

昭和５２年１１月２４日条例第４６号 

昭和５３年１２月７日条例第２５号 

昭和５５年１２月１８日条例第２２号 

昭和５６年１２月１７日条例第２１号 

昭和６０年３月２５日条例第１０号 

平成５年３月３０日条例第２号 

平成７年１２月１５日条例第２６号 

平成２４年６月１１日条例第１４号 

平成２７年６月２５日条例第２３号 

平成２８年６月３０日条例第２１号 

令和元年６月２８日条例第４号 

（設置） 

第１条 この市に公立の小学校及び中学校（以下「学校」という。）を設

置する。 

（小学校の名称及び位置） 

第２条 小学校の名称及び位置は、別表第１のとおりとする。 

（中学校の名称及び位置） 

第３条 中学校の名称及び位置は、別表第２のとおりとする。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（昭和４８年１２月１７日条例第４５号） 

この条例は、昭和４９年４月１日から施行する。 

附 則（昭和４９年１１月８日条例第３２号） 

この条例は、昭和５０年４月１日から施行する。 

附 則（昭和５２年１１月２４日条例第４６号） 

この条例は、昭和５３年４月１日から施行する。 

附 則（昭和５３年１２月７日条例第２５号） 

この条例は、昭和５４年４月１日から施行する。 

附 則（昭和５５年１２月１８日条例第２２号） 

この条例は、昭和５６年４月１日から施行する。 

附 則（昭和５６年１２月１７日条例第２１号） 

この条例は、昭和５７年４月１日から施行する。 

附 則（昭和６０年３月２５日条例第１０号） 

この条例は、昭和６０年４月１日から施行する。 
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附 則（平成５年３月３０日条例第２号） 

この条例は、公布の日から施行し、改正後の阪南市公立学校設置条例の規定は、

平成５年１月２５日から適用する。 

附 則（平成７年１２月１５日条例第２６号） 

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第１中の阪南市立桃の木台

小学校の項の規定及び別表第２中の阪南市立飯の峯中学校の項の規定は、平成８

年４月１日から施行し、別表第１中尾崎小学校及び福島小学校の項の改正規定、

別表第２中尾崎中学校の項の改正規定は、平成７年１１月２７日から適用する。 

附 則（平成２４年６月１１日条例第１４号） 

この条例は、平成２５年４月１日から施行する。 

附 則（平成２７年６月２５日条例第２３号） 

この条例は、平成２８年４月１日から施行する。 

附 則（平成２８年６月３０日条例第２１号） 

この条例は、平成２９年４月１日から施行する。 

附 則（令和元年６月２８日条例第４号） 

この条例は、令和２年４月１日から施行する。 

別表第１（第２条関係） 

（平２４条例１４・平２７条例２３・平２８条例２１・一部改正） 

小学校の名称 位置 

阪南市立尾崎小学校 阪南市尾崎町五丁目３３番８号 

阪南市立西鳥取小学校 阪南市鳥取７２番地 

阪南市立下荘小学校 阪南市箱作２３２０番地 

阪南市立東鳥取小学校 阪南市石田６００番地の１ 

阪南市立舞小学校 阪南市舞四丁目６番３１号 

阪南市立朝日小学校 阪南市自然田２７２番地の１ 

阪南市立上荘小学校 阪南市下出５４８番地の１ 

阪南市立桃の木台小学校 阪南市桃の木台五丁目４２３番地の３３

別表第２（第３条関係） 

（令元条例４・一部改正） 

中学校の名称 位置 

阪南市立鳥取中学校 阪南市黒田３４１番地 

阪南市立貝掛中学校 阪南市貝掛１３７２番地 

阪南市立鳥取東中学校 阪南市和泉鳥取１４５５番地 

阪南市立飯の峯中学校 阪南市桃の木台三丁目９番地の１ 

 


